
改正の概要 

 

山口市営繕系工事における「週休２日工事」の実施要領（No.93-2） 

  

 

１ 単位施工単価の補正方法 

 公共建築工事の積算において使用する「市場単価」は、「材工一式」であり、労

務費が不明瞭であったため、国や県においては、新たに、労務費が明確化する「単

位施工単価」を鉄筋工事など一部工種の積算に導入したことから、同単価の週休

２日の補正方法を追加した。このことに準じ、同様の改正をするもの。 

 

 

２ 施行期日 

令和８年５月１日 

（経過措置） 

 この要領の施行の日の前日までに、公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 
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山口市営繕系工事における「週休２日工事」の実施要領（№93-2） 

新旧対照表 

新：令和８年５月１日 改正 旧：令和７年９月１日～令和８年４月３０日 

２ 用語の定義 

（１）週休２日 

   ① 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則 

        として土曜日及び日曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定し、 

        ２日以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。ただし、 

        土曜日及び日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受 

        発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日 

        （現場休息日）に指定するものとする。 

     ② 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、 

        ４週８休以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。 

      ③ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉 

        所（現場休息）が行われた状態をいう。        

週休２日の達成基準は「３ 週休２日の達成基準」による。また、補 

正方法は「７ 補正方法」による。 

 

（中略） 

 

４ 対象工事 

  現場作業を行う期間が１週間以上の工事のうち、市が「完全週休２日

（土日）Ⅰ型の対象工事」又は「完全週休２日（土日）Ⅱ型の対象工事」

として発注する営繕系工事に適用する。 

  積算方法は「６ 積算方法等」による。 

 

（中略） 

 

 

２ 用語の定義 

（１）週休２日 

   ① 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則 

        として土曜日及び日曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定し、 

        ２日以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。ただし、 

        土曜日及び日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受 

        発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日 

        （現場休息日）に指定するものとする。 

     ② 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、 

        ４週８休以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。 

      ③ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉 

        所（現場休息）が行われた状態をいう。        

                            （追加） 

 

 

（中略） 

 

４ 対象工事 

  現場作業を行う期間が１週間以上の工事のうち、市が「完全週休２日 

（土日）Ⅰ型の対象工事」又は「完全週休２日（土日）Ⅱ型の対象工事」 

として発注する営繕系工事に適用する。   

                            （追加） 

 

（中略） 
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新旧対照表 

新：令和８年５月１日 改正 旧：令和７年９月１日～令和８年４月３０日 

６ 積算方法等 

（中略） 

 

（２）契約変更 

  ① 完全週休２日（土日）Ⅰ型 

   受注者が工事着手時に「完全週休２日（土日）」の取組を希望した 

  場合において、これの達成が確認された場合は、現場管理費を「７  

  補正方法」（１）①により補正し、請負代金額のうち補正分を増額変 

  更する。「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数及び補正 

  率を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。なお、契約変更に

おいては、山口市建設工事標準請負契約約款第２４条の規定に基づき行

うものとする。 

② 完全週休２日（土日）Ⅱ型 

受注者が工事着手時に「完全週休２日（土日）」の取組を希望した場

合において、これの達成が確認された場合は「７ 補正方法」（１）①

及び（２）（３）により補正し、「月単位の週休２日」の取組を希望し

た場合において、これの達成が確認された場合は「７ 補正方法」

（１）②及び（２）（３）により補正し、請負代金額のうち労務費補正

分を増額変更する。なお、契約変更においては、山口市建設工事標準請

負契約約款第２４条の規定に基づき行うものとする。  

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

６ 積算方法等 

（中略） 

 

（２）契約変更 

  ① 完全週休２日（土日）Ⅰ型 

   受注者が工事着手時に「完全週休２日（土日）」の取組を希望した 

  場合において、これの達成が確認された場合は、現場管理費を「７  

  補正方法」（１）①により補正し、請負代金額のうち補正分を増額変 

  更する。「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数及び補正 

  率を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。なお、契約変更に 

おいては、山口市建設工事標準請負契約約款第２５条の規定に基づき行う

ものとする。 

② 完全週休２日（土日）Ⅱ型 

受注者が工事着手時に「完全週休２日（土日）」の取組を希望した場 

合において、これの達成が確認された場合は「７ 補正方法」（１）① 

及び（２）（３）により補正し、「月単位の週休２日」の取組を希望し 

た場合において、これの達成が確認された場合は「７ 補正方法」 

（１）②及び（２）（３）により補正し、請負代金額のうち労務費補正 

分を増額変更する。なお、契約変更においては、山口市建設工事標準請 

負契約約款第２５条の規定に基づき行うものとする。  

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 



3 
 

新旧対照表 

新：令和８年５月１日 改正 旧：令和７年９月１日～令和８年４月３０日 

 

７ 補正方法 

（中略） 

 

（３）物価資料の掲載価格の補正方法 

（１）の現場閉所（現場休息）の状況に応じて、表Ａ－２、表Ｅ－２ 

及びＭ－２の補正率を用いた以下の式により物価資料の掲載価格を補正

する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

・ 物価資料の掲載価格×表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２における新

営補正率 

 

【       執務並行改修の場合】 

・ 物価資料の掲載価格×表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２における改

修補正率 

（４）単位施工単価 

ベース単価については、複合単価の方法により算定することとなって

おり、この複合単価に含まれる労務単価に要領の補正係数を乗じて補正

して算定する。 

シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。 

 

７ 補正方法 

（中略） 

 

（３）物価資料の掲載価格の補正方法 

（１）の現場閉所（現場休息）の状況に応じて、表Ａ－２、表Ｅ－２ 

及びＭ－２の補正率を用いた以下の式により物価資料の掲載価格を補正 

する。 

【新営工事       の場合】 

・ 物価資料の掲載価格×表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２における新 

営補正率 

 

【全館無人改修、執務並行改修の場合】 

・ 物価資料の掲載価格×表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２における改

修補正率 

                            （追加） 
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新旧対照表 

新：令和８年５月１日 改正 旧：令和７年９月１日～令和８年４月３０日 

補正単位施工単価は、これらの補正をした単位施工単価により算出す

る。 

  

 

（中略） 

  附 則 

   （施行期日） 

１ この要領は、令和８年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日の前日までに、入札公告又は指名通知を行った入

札については、なお従前の例による。 

 

 

 

                            （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
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①

③

④

⑤

⑥

※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

⑭

　発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の

　考査項目別運用表」の「工程管理　Ａ」について評価を行い、完全週休２日又は月単位

　の週休２日の達成が確認できれば、「工程管理　Ｂ」において評価する。

　受注者は、契約後、完全週休２日の取組の実施※の有無について、発注者に書
⑦
　面で協議する。（実施無しの場合は、月単位の週休２日の施工となる。）

⑧
　発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、現場管理費補正分を増額する

　契約変更を行う。

⑫
　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、

　適切に工期を変更する

⑬

　Ⅰ．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において

　　　完全週休２日に満たないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。

　　　変更を行う。

⑩
　監督員は、提出された実施工程表や出面帳により、対象期間内の週休２日の

　確保の状況を確認する。

⑪
　監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の

　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

　Ⅱ．発注者は、月単位の週休２日に満たないものは、労務費補正分を減額する契約

　入札公告等に「完全週休２日（土日）Ⅰ型の対象工事」である旨を明示する。

工事発注

工事契約

　契約後、速やかに、必要工期について受発注者間で確認を行う。

⑨

　受注者は、⑦の協議により決定した、週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出

　する。

　監督員は、⑦の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、

　「対象期間の設定」において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

　【別紙１】

「週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー

（完全週休２日（土日）Ⅰ型の場合）

【営繕系工事】

　　月単位の週休２日を前提に労務費を補正し、工事費を積算する。

②

　「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の

　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。

　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ

　　　ム」により算定した工期を参考に確認する。

工
事
完
成
時

工
事
実
施
時

工
事
発
注
時

①

③

④

⑤

⑥

※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

⑭

　発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の

　考査項目別運用表」の「工程管理　Ａ」について評価を行い、完全週休２日又は月単位

　の週休２日の達成が確認できれば、「工程管理　Ｂ」において評価する。

⑫
　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、

　適切に工期を変更する

⑬

　ア．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において

　　　完全週休２日に満たないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。

　イ．発注者は、月単位の週休２日に満たないものは、労務費補正分を減額する契約

　　　変更を行う。

⑩
　監督員は、提出された実施工程表や出面帳により、対象期間内の週休２日の

　確保の状況を確認する。

⑪
　監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の

　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑧
　発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、現場管理費補正分を増額する

　契約変更を行う。

⑨

　受注者は、⑦の協議により決定した、週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出

　する。

　監督員は、⑦の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、

　「対象期間の設定」において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

　入札公告等に「完全週休２日（土日）Ⅰ型の対象工事」である旨を明示する。

工事発注

工事契約

　契約後、速やかに、必要工期について受発注者間で確認を行う。

⑦
　受注者は、契約後、完全週休２日の取組の実施※の有無について、発注者に書

　面で協議する。（実施無しの場合は、月単位の週休２日の施工となる。）

　【別紙１】

「週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー

（完全週休２日（土日）Ⅰ型の場合）

【営繕系工事】

　　月単位の週休２日を前提に労務費を補正し、工事費を積算する。

②

　「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の

　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。

　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ

　　　ム」により算定した工期を参考に確認する。

工
事
完
成
時

工
事
実
施
時

工
事
発
注
時



6 
 

新旧対照表 

新：令和８年５月１日 改正 旧：令和７年９月１日～令和８年４月３０日 

  

①

③

④

⑤

⑥

※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

　　　週休２日に満たないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。

　　　また、月単位の週休２日に満たないものは、労務費及び現場管理費補正分を減額

②

　「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の

　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。

　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ

　　　ム」により算定した工期を参考に確認する。

　入札公告等に「完全週休２日（土日）Ⅱ型の対象工事」である旨を明示する。

工事発注

工事契約

　契約後、速やかに、必要工期について受発注者間で確認を行う。

⑦
　受注者は、契約後、完全週休２日又は月単位の週休２日の取組の実施※の有無につ

　いて、発注者に書面で協議する。（実施無しの場合は、通期の週休２日の施工となる。）

　の状況を確認する。

⑪

　【別紙１】

「週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー

（完全週休２日（土日）Ⅱ型の場合）

【営繕系工事】

　　通期の週休２日を前提に工事費を積算する。

　監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の

　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑧

　Ⅰ．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、労務費及び現場管理費補正

　　　る契約変更を行う。

⑨

　受注者は、⑦の協議により決定した、週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出

　する。

　監督員は、⑦の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、

　「対象期間の設定」において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

⑭

　発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の

　考査項目別運用表」の「工程管理　Ａ」について評価を行い、完全週休２日又は月単位

　の週休２日の達成が確認できれば、「工程管理　Ｂ」において評価する。

　　　分を増額する契約変更を行う。

　Ⅱ．発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合、労務費補正分を増額す

⑫
　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、

　適切に工期を変更する

⑬

　Ⅰ．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において完全

　　　する契約変更を行う。

　Ⅱ．発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合で、対象期間において月単

　　　位の週休２日に満たないものは、労務費補正分を減額する契約変更を行う。

⑩
　監督員は、提出された実施工程表や出面帳により、対象期間内の週休２日の確保

工
事
完
成
時

工
事
実
施
時

工
事
発
注
時

①

③

④

⑤

⑥

※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

⑭

　発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の

　考査項目別運用表」の「工程管理　Ａ」について評価を行い、完全週休２日又は月単位

　の週休２日の達成が確認できれば、「工程管理　Ｂ」において評価する。

　　　分を増額する契約変更を行う。

　イ．発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合、労務費補正分を増額す

⑫
　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、

　適切に工期を変更する

⑬
　　　する契約変更を行う。

　イ．発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合で、対象期間において月単

　　　位の週休２日に満たないものは、労務費補正分を減額する契約変更を行う。

⑩
　監督員は、提出された実施工程表や出面帳により、対象期間内の週休２日の確保

　監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の

　　　また、月単位の週休２日に満たないものは、労務費及び現場管理費補正分を減額

　の状況を確認する。

　　　週休２日に満たないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。

②

　「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の

　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。

　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ

⑧

　ア．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、労務費及び現場管理費補正

　　　る契約変更を行う。

⑨

　受注者は、⑦の協議により決定した、週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出

　する。

　監督員は、⑦の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、

　「対象期間の設定」において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

　ア．発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において完全

　【別紙１】

「週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー

（完全週休２日（土日）Ⅱ型の場合）

【営繕系工事】

　　通期の週休２日を前提に工事費を積算する。

⑪

　　　ム」により算定した工期を参考に確認する。

　入札公告等に「完全週休２日（土日）Ⅱ型の対象工事」である旨を明示する。

工事発注

工事契約

　契約後、速やかに、必要工期について受発注者間で確認を行う。

⑦
　受注者は、契約後、完全週休２日又は月単位の週休２日の取組の実施※の有無につ

　いて、発注者に書面で協議する。（実施無しの場合は、通期の週休２日の施工となる。）

　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。
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